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松本市こども若者部こども福祉課長 

 

自己評価結果等の公表にかかる届出について（通知） 

 

 標記の件につきまして、「指定児童発達支援、共生型児童発達支援又は基準該当児童

発達支援」を実施している事業所、「指定放課後等デイサービス、共生型放課後等デイ

サービス又は基準該当放課後等デイサービス」を実施している事業所及び「指定保育所

等訪問支援」を実施している事業所（以下「該当事業所」という。）は、自己評価及び

質の改善（以下、「自己評価結果等」という。）を行い、おおむね１年に１回以上結果を

公表することが義務付けられています。自己評価結果等の公表及びその届出を行ってい

ない事業所には、自己評価結果等未公表減算が適用されます。 

つきましては、下記のとおり自己評価結果等の公表にかかる届出をしてください。 

なお、自己評価結果等の公表方法及び自己評価結果等未公表減算の内容等については、

令和６年８月５日付け松こ福第３０８号「障害児通所支援事業所における事業所全体の

自己評価及び自己評価結果等の公表について（通知）」（市ホームページに掲載がありま

す。）等を参照してください。 

 

記 

 

１ 届出について 

⑴ 松本市への届出が必要となる事業所 

松本市内に所在地のある該当事業所（長野県、長野市等が事業所指定を行った事

業所は、それぞれ事業所指定を行った機関へ届出をしてください。） 

⑵ 届出書類 

様 

指 定 児 童 発 達 支 援 事 業 所 の 長 

共 生 型 児 童 発 達 支 援 事 業 所 の 長 

基 準 該 当 児 童 発 達 支 援 事 業 所 の 長   

指定放課後等デイサービス事業所の長   

共生型放課後等デイサービス事業所の長 

基準該当放課後等デイサービス事業所の長 

指 定 保 育 所 等 訪 問 支 援 事 業 所 の 長 

（松本市に所在地のある事業所に限る） 

 



   別添「自己評価結果等の公表にかかる届出書」１部 

   多機能型事業所は、提供しているそれぞれのサービスについて届出書を提出（各

１部提出）してください。 

届出書様式については市ホームページにも掲載しています。 

⑶ 届出先 

  〒３９０－８６２０ 松本市丸の内３番７号 

   松本市 こども若者部 こども福祉課（東庁舎１階） 

⑷ 届出期限 

   令和８年４月１０日（金） 

ただし、令和７年５月１日以降に新規指定を受けた事業所（令和７年５月１日に

指定を受けた事業所を含みます。）については、上記届出期限に関わらず、新規指

定の日から１年以内に自己評価結果等の公表及び市への届出を行ってください。 

 

２ 留意事項 

⑴ 令和７年度に実施をした自己評価結果等の公表について届出をしてください。 

今後実施をする場合には、公表を行った後に届出をしてください。 

なお、自己評価及び質の改善の実施と、それにかかる公表が年度をまたぐ場合に

は、公表日が属する年度を基準としてください。 

  （例）令和７年２月～３月に自己評価及び質の改善を実施し、令和７年４月に公表

を行った事業所⇒令和７年度分としては、令和７年４月に行った公表について

届出をしてください。 

⑵ 事業を休止している事業所については、事業再開後１年以内に自己評価結果等の 

公表及び市への届出を行ってください。 

⑶ 今年度すでに「自己評価結果等の公表にかかる届出書」の提出をしている事業所 

については、再度の提出は不要です。 

⑷ 関係する通知及び「自己評価結果等の公表にかかる届出書」等については市ホー

ムページにも掲載しています。 

市トップページ → 健康・福祉 → 福祉・介護 → 障がい者 → （基本

情報） 自己評価結果等の公表にかかる届出 内 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/226/1892.html 

 

 

 

 

 

松本市 こども若者部 こども福祉課 相談支援担当 

課長 三代澤 昌秀 

電 話  ０２６３－３３－４７６７(直) 

ＦＡＸ  ０２６３－３６－９１１９ 

Ｅメール  kodomo-f@city.matsumoto.lg.jp 
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